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開 会 

午前９時３０分 

〇小川安全情報担当副参事 それでは、定刻を過ぎておりますので、早速開催したいと思

います。 

 本日は、お忙しいところ、お集まりいただきまして大変ありがとうございました。きょ

うの出席者につきましては、林委員がご欠席でございまして、あとの方は全員出席でござ

います。伊藤委員と途中で退出される方がいらっしゃる場合もありますので、その点につ

きましては先にご了承いただきたいと思います。それから、安全対策課長の秋山が、ちょ

っとまた所用でおくれてまいりますので、大変申しわけございませんけれども、後ほどご

あいさつさせていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 本日の資料につきましては、皆様方のお手元にお配りだと思いますけれども、もし過不

足等があれば事務局のほうにお申し出いただきたいと思います。本来ならば、予めこの資

料は皆様方にお送りして、お目を通していただくというのが筋でございましたけれども、

いろいろと準備の都合で遅れてしまいました。大変申しわけございませんでした。 

 それでは、早速本日の進行につきましては、座長のほうにお願いしたいと思いますので、

どうかよろしくお願いいたします。 

○諸角座長 それでは、早速会議を始めさせていただきます。まず、資料の確認を事務局

のほうからお願いしたいと思います。 

○小川安全情報担当副参事 それでは、皆さん方にお手元にお配りしてある資料につきま

して、まず部会の次第というのが 1 枚ございます。次のホッチキス留めの資料１、これが

第 2 回の評価委員会の議論の概要でございます。その次に、添付資料として「カンピロバ

クター食中毒について検討経過報告」、これは前回の資料です。参考のために新旧対照とい

うことになるために、添付資料としてつけました。それから資料の２につきましては、「カ

ンピロバクター食中毒についての中間報告」、これは検討、まだ素案でございます。これが

資料２でございます。それから、次は「検討課題候補事前選定結果」、これも前回の資料で

ございますけれども、これがついてございます。同じように、食品安全レポートの前回資

料が参考についてございます。次が、食品安全情報評価委員会の課題の選定についての案

ということで、前回課題の選定についてもうちょっと工夫したほうがいいじゃないかとい

うこともございまして、それが資料３としてついてございます。それから最後に、「カンピ

ロバクター調理実験」ということで、カラー版の綴りがあります。資料は以上でございま
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す。過不足のある方はお申し出いただきたいと思います。 

○諸角座長 それでは、この次第に従いまして、議事を進めてまいりたいと思います。ど

うなんでしょうか。前回の報告については、簡単にご説明していただけますか。 

○小川安全情報担当副参事 それでは、資料１をちょっとごらんいただきたいと思います。

１１月 6 日に、第 2 回の食品安全情報評価委員会が開催されました。このときには、理化

学専門委員会の報告と、微生物の報告というのは、検討経過の報告でございました。特に

微生物専門委員会からの報告の中には、いろいろと検討経過をご報告して、ご議論いただ

いたんですけれども、やはりこれから、わかりやすい注意喚起、それから情報提供を行う

には、やはり調理実験みたいなものを行う必要があると。それから、輸入のニワトリ肉の

実態調査というのはまだ十分でないというようなこともご指摘いただきましたので、その

ような調理実験を、服部委員のご協力により健研センターと合同で、調理実験を行うとい

うことでご了承いただきました。きょうは、その結果をご報告するということでございま

す。 

 それからもう１つ、検討課題につきましては、前回の評価委員会では課題選定に至る状

況ではないということで、一旦部会のほうに、再度検討をするように差し戻されておりま

す。その際も、部会の中でどういう判断基準で決めるのか、その辺も踏まえて検討してい

ただきたいというようなご要望がございましたので、きょうの資料の中に、合わせてそれ

も含まれております。細かい内容につきましては、この概要をごらんいただきたいと思い

ます。以上でございます。 

○諸角座長 ありがとうございました。今、ご説明にありましたように、当面の課題とい

たしまして、調理によるカンピロバクターの消長、それのリスクコミュニケーションに関

する基礎資料を得るということで、１２月に早速実験を行っていただいたわけです。その

結果について、まず皆様にご報告申し上げたいと思いますけれども、事務局のほうからそ

の結果について、概略を説明していただきたいと思います。 

○小川安全情報担当副参事 では、最後の資料のこの部分を、パワーポイントで用意して

おりますので、事務局のほうから説明させていただきます。 

（事務局からパワーポイント説明） 

○諸角座長 ありがとうございます。まだちょっとそのままにしておいていただいて、こ

の画像が出る段階で、何かもう 1 回、ちょっとここを見てみたい、あるいはご質問があり

ましたらお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。資料を見ながら、問題点
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ですとか、その点につきましては今後お話ししていただきますけれども、いかがでしょう

か。 

○碧海委員 カンピロバクターがプラスというものが割合と簡単に、つまりそういう肉が

手に入ったということですか。 

○甲斐食品微生物研究科長 使った肉は普通にスーパーなんかに出回っていると。という

ことは、あまり特別にその中から選んだのではなくて、もう普通に買ってきて、検査する

とプラスになったということです。今回使いました、もも肉につきましては、予め１６件

買ってまいりまして、その中から陽性、カンピロバクターが出たものを使っております。

ただ、レバーとササミ等に関しましては、当日、スーパーで朝買ってきて、それを使って

おります。そうしたらそれからカンピロバクターが検出されていたということです。それ

くらい、検出率が高いということだと思います。 

○春日委員 大変いろいろな調理の仕方で、大変緻密な実験で、わかりやすいプレゼンテ

ーションを、本当にありがとうございました。２点お聞きしたいんですけれども、１つは

カンピロバクター、最初の加熱前の時点で菌数は計っていらっしゃるんでしょうか。それ

ともう 1 点なんですが、例えば焼き鳥の炭火のもも使用、それで１９分加熱した後、中心

温度が約７２度になっている。この例ですとか、それからから揚げのももで、冷蔵してあ

ったものを加熱したところ、中心温度が７３度になっている。こういう例で、もちろんカ

ンピロバクターはマイナスなんですけれども、かなり熱がかかっていると思いますけれど

も、それは食べられるくらいおいしそうなものでしょうか。それとも、もう加熱しすぎて

おいしくなさそうだったでしょうか。そこをちょっとお伺いしたいんですが。 

 あと、感想としては、かなり低い温度でもカンピロバクターは死んでいるんだなという

のが、割合意外な感じで受け止めました。 

○諸角座長 いかがですか。もし、服部先生、お分かりになるようでしたら、ちょっとも

しここに画像が出れば、これくらいならいいよというふうなことがお分かりになれば。 

○春日委員 資料の 6 ページ目ですから、１１枚目のスライドでしょうか。この右側のほ

うは、中心温度が７２度になっていまして、先ほどのご説明ではよく火がとおっておいし

そうということでしたけれども、調理のほうのプロの目からごらんになって、これはまだ

おいしく食べられる範囲でしょうか。 

○諸角座長 要するに、硬すぎないかということですよね。 

○服部委員 少し、中がレア状態というんでしょうか、残りますけれども、１２分くらい
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になりますけど、このくらいのほうがおいしいと思うんです。ただ、置いておきますと、

だんだんだんだん余熱が入っていくんですよね。１９分加熱というのは、ちょっと長いか

なと思います。ただ、好き嫌いがおありの方もいらっしゃって、よく焼いたほうが好きな

人もいらっしゃるから。ただ、表面についているような気がするんですよね。それとか、

切ったときに一緒に入り込むとか。揚げ物なんかは、さっと火が回りますからね。表面に

ついているカンピロバクターは死滅すると思うんですよ。 

○春日委員 ただ、別な解釈をすれば、１９分のものでも食べられることは食べられると

思ってよろしいでしょうか。 

○服部委員 ですから、ここは１２分で中心温度が５８度でああいう状態になっています

ね。ですから、僕はこの中間だったら大丈夫だと。それ以上やったら炭みたいになっちゃ

いますけど、大丈夫だと思うんですよ。 

○春日委員 から揚げのもも、１５枚目でしょうか。これも７３度まで上がっていますけ

れども、これもまた、硬すぎるということはないでしょうか。 

○服部委員 冷蔵でですね。実は、から揚げは、いいものであれば、一時に一度揚げにし

ちゃう場合が多いんですよ。お弁当に入れるような、ジューシーさを残すなんていうのは、

実は二度揚げがいいんですね。どうやるかというと、最初に１７０度ぐらいで２分ぐらい

揚げて、その後、実は揚げてから約２分から３分置くんですね。そうすると、余熱が入っ

ていきます。それで、更に強い火でキュっと揚げますと、油も割りとからっと仕上がって、

そういうふうに加熱して、余熱が入っていくので中心温度が非常に高くなるんです。これ

は、調理法をどこまでわかってやる人なのかどうなのか、素人さんで揚げている人なのか、

違いが出るとは思うんですけれども、ここにある温度設定で言いますと、上のほうはちょ

っと火が入りすぎかもしれない。 

○春日委員 ありがとうございました。あと、甲斐先生。 

○甲斐食品微生物研究科長 最初に使った肉ですけれども、もも肉に関しましては冷蔵品

を買ってきております。このときの菌数は、ヨコヤマさん？・・・、厳密には計測してい

ませんけれども、おおよそのところ、１０グラム当たり、１０の２乗個ぐらい、グラム当

たり１００個程度と考えています。 

○春日委員 ありがとうございました。 

○諸角座長 ほかにいかがでしょうか。スライドが出ている状態では、これでよろしいで

すか。それでは元に戻していただいて、ここの問題点、あるいは今後の検討事項等につい
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て、ディスカッションしてまいりたいと思います。２日間という非常に短い期間に、これ

だけのシフトをやったということで、担当の先生方には非常にご迷惑をおかけして、ご苦

労をおかけしたと思います。今までご説明いただきましたように、最初の段階としては、

加熱調理でもってどの程度中心温度が上がっていくのか、見かけはどうなるのかというこ

とをこの実験では主目的にしてやっております。これが、幸か不幸か、幸なのかもしれな

いんですが、初発の実験に使ったものからカンピロバクターが検出されていたということ

で、どうしてもカンピロバクターの消長も頭に入れて、これを考えることになってしまっ

たわけですが、これもご説明にありましたとおり、それまでにある程度提示されていた、

あるいは提案されていた温度条件より、かなり低い条件でもって菌がすべて死んでしまっ

ている。これは、かなり低いというのは、中心温度がこの条件なので、表面の温度は全然

違うわけです。それを考えますと、この今回の鶏肉は表面汚染だったと。先ほど服部先生

がおっしゃっていたように、表面汚染が見られただけだったのではないかというふうなこ

とが推察されるわけです。 

 ここで、問題点、あるいはこれから、これの補足実験としてどういう実験をやるべきな

のかということを、ここでまたご議論いただければと思います。どなたか、ご意見ありま

したらお願いしたいと思いますけれども。 

○服部委員 買ってきたものをすぐに調理すれば本当はいいんですけれども、どのくらい

時間を経過させたか。冷蔵庫に入れるのか、しばらく表に置いておいた場合に、１０の２

乗が時間の経過によって４乗ぐらいになったり、６乗になったら大変な話ですけれども、

３乗なのか４乗なのか、そういうことは。どのくらい置けば。これは私どものほうではな

いんですけれども、お調べいただくとまた違うんじゃないかと思います。それから調理し

た場合、今度はうちのほうでやってもいいんですけれども、どのくらいの温度で何分ぐら

い置くと、どういう結果が出るかと。違いが出るような気がするんですね。中に紛れ込ん

だ場合に、調理でやっかいなことが起きると思うんですけれども、例えばハンバーグのよ

うな、団子のようなものをつくった場合に、ぐらぐら鍋で、つみれみたいにやってしまえ

ばいいんでしょうけれども、結構団子状で焼き鳥もあるんですよね。あれがどうなのかな

というか、叩いて入れちゃった場合ですね。まだそこまでは行っていない。結構団子状の

ものは多いんですね。 

○諸角座長 いわゆるつくねというやつですね。 

○服部委員 つくねです。つくねが、いわゆるどうなのかという感じですね。 
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○諸角座長 ありがとうございます。これにつきましては、サルモネラ、腸炎ビブリオ等

と違いましてかなり気難しい菌ですので、少しはうちのほうでもやっていますね。保存で

どうか変わっていくか。まあ、ほとんどふえていないだろうと。 

○甲斐食品微生物研究科長 菌そのものは、食品の中でなかなかふえていかない菌ではあ

るんです。ただ、冷蔵庫で保存する、あるいはボールの中に保存することによって、肉か

ら出るドリップによって、菌がドリップとともに中に入り込んでいくということは十分あ

ると思うんですね。それと、今回使った肉は表面汚染だったから割合菌が死にやすかった

けれども、ある程度保存しておいた、あるいは調理室に置いておいたようなものであると、

肉の中のほうまで菌が入り込む。と、今回の実験のようなものでは死なないというような

ことは言えるんじゃないかなと思います。ですから、今回のこれは、ただ１回やっただけ

の結果ですので、これですべてを語ることはちょっと危険かなと思います。 

○諸角座長 ほかに。 

○伊藤副座長 実験状況をもう１度確認したいんですが、いずれもある一定時間焼いて、

取り出して、写真を撮って、菌数を調べるまで、その肉は水か氷で冷やしたのか、それと

もその温度を保持したのか。それによって、また考え方が変わってくると思うんですけど、

そこの条件はどうでしょうか。 

○甲斐食品微生物研究科長 今回、サンプリングしましたらすぐ冷やしました。すぐ冷や

して、それで冷蔵しまして、服部学園からうちのほうに運びまして、それからすぐ検査を

したという状況です。 

○伊藤副座長 放置時間がないということですね。それと、どうも予想よりも低い温度で

死んでいるので非常にいいんですが、表面の温度というのは測れないんですかね。火のあ

るほうはだめだけれど、表面温度はどれぐらいでありましたか。 

○甲斐食品微生物研究科長 表面温度も、一部を測っているんですが、例えば火の上に肉

が載っていると、なかなか表面温度が正確に測れないんですね。一部測ったデータもある

んですけれども。 

○栗田安全情報係課長補佐 例えば、焼き鳥なんかですと、大体７５度から８０度ぐらい

になっています。あと、煮てしまう親子丼なんかですと、９０度近くまで上がっています

し、焼き鳥は大体７０から８０度ぐらいです。 

○伊藤副座長 それともう１点、これは何回もサンプリングしていますけれども、始めに

調べた肉にカンピロがいたけれど、その汚染のばらつきというのは１００％あったと考え
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ていいのか？ それとも、どれぐらいのばらつきがあったか、教えて下さい. 

○甲斐食品微生物研究科長 ものによって、いろいろなんですけれども、サンプリングし

た量がそんなには多くないので、厳密な意味でのばらつきは見られていないと思います。 

○伊藤副座長 少しばらつきはあったと考えてもよろしいですね。陽性のと陰性のが混じ

っているという。 

○碧海委員 先ほどおっしゃった、１０の３乗のレベルというのは、要するにどの程度の

レベル。つまり、こういう肉や何か、売っているものは、みんな例えば大腸菌なんていう

ものはもちろんくっついているわけですよね。そういう意味で、１０の３乗程度というの

は、どの程度のものなのかというのが、ちょっと私にはわからないんですが。 

○諸角座長 訂正が入りまして、１０の２乗という説明だったんですけれども。グラム当

たり１００個程度ということですね。決して多い数ではないと思いますが、どうですか。 

○甲斐食品微生物研究科長 ただ、カンピロバクターの発生菌量、どのくらいの菌が体に

入ったら病気になるかということですけれども、普通の食中毒を起こすような菌は１００

万個ぐらい入らないと病気にならないだろうといわれているんですが、カンピロバクター

の場合は菌数がかなり低いんだろうと。特に子供の場合ですと、１００個、１，０００個

くらいの量で食中毒を起こすんじゃないかというふうに考えられています。ですから、そ

の菌量がグラム当たり１００個としますと、単純に考えますと１０グラムぐらいのものが、

もし均一に汚染されていたとしたら、あれば中毒を起こすと。もうちょっと多く見ても、

数十グラム食べたことによって食中毒になるだろうという量です。 

○古田危機管理担当副参事 そのことに関連しまして、今回の検査も、検出するときの最

低菌量はどのくらいなんですか。 

○甲斐食品微生物研究科長 最低菌量まで、十分にできていないんですけれども、後でま

た、検査法について出てくるかと思いますけれども、多分数十個ぐらいで検出できている

んじゃないかと思います。このカンピロバクターの食品からの検査法というのにもまだ問

題がありまして、どういう方法が一番いいかということを試行錯誤している部分もありま

す。また、この件に関しては後ほど出てくるかと思いますけれど、多分数十個ぐらいで検

出できているんじゃないかと思います。 

○諸角座長 ほかにいかがでしょうか。問題点がかなり、あるいはこの実験で非常にいろ

んなことが知見として得られておりますけれども、これをフォローすることによって、こ

の実験が生きてきますよというふうなご意見がありましたら、問題点も含めまして賜りた
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いと思いますけれども、いかがでございますか。 

○小久保委員 実験に用いた鶏肉は冷蔵と冷凍の区別でやっていますね。冷凍鶏肉は割合

としてどのくらい使われているかということと、もう１つは、例えば、７ページにあるよ

うに、冷凍でも最初はカンピロバクターが検出されたんですね。というのは、輸入品がほ

とんど冷凍で、しかもカンピロバクターの検出率は低いですね。 

○諸角座長 小久保先生、ちょっと意味が違うだろうと思うんです。これはそういう意味

じゃなくて、冷凍品をそのまま焼くという方法論であって。 

○甲斐食品微生物研究科長 同じ肉を、から揚げをするようにつくりまして、予めカンピ

ロバクターがプラスだった鳥なんですけれども、それを、衣をつけたんですね。その一部

を冷凍したんです。それで翌日使ったということです。 

○小久保委員 その冷凍した時点で、カンピロはいたんですか。 

○甲斐食品微生物研究科長 冷凍した後、つまり調理を始めるとき。 

○小久保委員 というのは、冷凍品というのはカンピロバクターの検出率が低かったです

ね。 

○甲斐食品微生物研究科長 ヨコヤマさん、すぐデータ上でますか。 

○事務局（横山主任研究員） 凍結した検査はやっていないんですけれども凍結において

ワンオーダーぐらい下がるという結果が……。このものの検査は実際行っていないけれど

も、冷凍する前にはいたことは確認されています。 

○諸角座長 ただ、横山さん、それは凍結融解でワンオーダー下がるんであって、凍結し

た状態の検査ではないですよね。今おっしゃったのはね。 

○小久保委員 凍結したときにどうだったのかなということです。結構、凍結というのは

効果があるのではないかと、この前からの話で出ているもので。 

○諸角座長 甲斐さん、何かありますか。そうは言いながら、凍結したままで加熱調理を

したときに、そうでない、一旦凍結してあっても何をしてもいいんです。それを凍結融解

して、要するに解凍して調理した場合とどう違うのか。見かけはどう違うのか、内部温度

がどう違うのかという実験なんです。カンピロバクターがいた、いないということは二の

次にしまして、そういう主目的で行ったということをご理解いただければと思います。 

○小久保委員 凍結したものの割合が、結構多く使われていれば、こういうことも非常に

重要であろうと思うんです。 

○諸角座長 そういうことではなくて、凍結したまま調理するかどうかということが問題

 9



なんですね。 

○小久保委員 だから、その凍結したものを、実際に調理している割合はどのくらいある

かですよ。 

○碧海委員 それはでも、相当ありますよ。例えば、生協なんかが使っている製品という

のは、むしろ解凍しないで直接揚げてくれという指示の食品というのは非常に多いですか

ら。だから、解凍しないでむしろ揚げるというのはめずらしくないと思います。特に下味

なんかつけてあると。 

○諸角座長 そうですね、冷凍食品も結構そういう状態のものが。 

○古田危機管理担当副参事 今後の実験ということで考えたんですけれども、今回の実験

で、通常やられている調理の過程が非常によくわかったと思います。焼き鳥の温度の上昇

とか、あるいはそれに伴った表面と中の温度。ただ、やはり問題点なのは、実際の検体を

使ったために、中に菌がいたのかどうか、それから検体間の初発菌のばらつきというのが

どうしてもわからない部分になってしまったのではないかなと思います。もし、次の機会

があれば、例えばミンチにした、中を均一にしたものである程度菌数をコントロールした

ものを初発２～３分で使えば、表面と内部の温度のかかった状態、それが菌に与える致死

的な影響なのかどうかというようなことも、もしかしたらわかるかなと思いますけれど、

いかがでしょうか。 

○碧海委員 ちょっと基本的な質問なんですが、カンピロバクターについては、熱に対し

てどうかとか、あるいは冷凍にした場合はどうかということは、まだよくわかっていない

ということですか。 

○諸角座長 要するに、液体の中でどういう温度条件で、どの程度のスピードで死んでい

くかというふうなこと、そういうことに関してはわかるんですけれども、実際の食品に摂

取した、あるいはナチュラル……があったときに、それがどういう調理でどういうふうに

死んでいくのかということについてはわかっていない。 

○碧海委員 そうすると、やっぱり私はこの前、親委員会のときにちょっと意見を申しま

したけれども、電子レンジは、実験は難しいにしても、電子レンジ加熱はぜひやっぱり加

えていただきたいというふうに思うんですけれども。 

○諸角座長 実験的に、今ご指摘がありましたように、あの段階で、温度と肉眼的な変化。

私どもの健康安全研究センターのほうでは、今、古田副参事のほうから指摘がありました

ように、鶏肉の表面に菌をある程度の段階で菌量を変えるようにつけて、それで調理をし
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てどうなるか。要するに、これは１０の２乗ですが、４乗、５乗というのもあるかもしれ

ない。その辺のところで、大量に汚染して、要するに高濃度汚染があった場合にどうなの

かということも評価しなければいけない。 

 それからもう１つは、さっき服部先生もおっしゃったように、つくねみたいなものの場

合には、中まで菌が入り込んでいくというふうな実験もやっぱりやって、それをここに外

挿していくんだということなんですね。ですから、今のこのカンピロバクターは、私があ

まり言ってはいけないんですが、この調理実験というのはそのファーストステップの条件

であるということで、これからまだ、補足実験をやらないといけない。それに関して、先

生方のご意見、もっと今、私が申し上げたこと以外に、着眼点がいろいろございますでし

ょうから、それのご意見を今後の実験に反映させていければということなんです。そうい

う観点から、いかがでしょうか。 

○服部委員 一般の方に、こういう処理をしてから調理すると安全ですよという、そうい

うのを示す必要があると思うので、例えば僕は、生身の魚ですと、軽く酢洗いするんです

よ。そうすると、酢でどのくらいの時間で菌を死滅させることができるかというのは、経

験則みたいな形で我々はやっているわけですけれども、何か今回、そういうことが現場に

伝えることができたら、また皆さんに発表ができたらいいなと思っているので、焼くだけ

とか、甘いしょうゆだれをどのくらいつけておくと菌数が減るとか、何かそういうことも

最終的にはお示しいただくと、カンピロバクターについては、ただ騒がないで恐くはない

んだよと。こういう処理の仕方で進めればいいんだよいうような。 

 小久保先生が言われたような、冷凍というんでしょうか、コロッケなんかはそうなんで

すけど、できあがっているやつというのは、まさに冷凍で揚げなければならないんですね。

そのほうが破裂しなくて済むとか、温度のコントロールなんですけど。いわゆる消費者自

体が一番やっている方法、それとプロがやっている方法もあるわけですけれども、そのほ

かに一般家庭で陥りやすい盲点みたいなものをカバーできる、何かの方法というようなも

のも、最終的に掴めれば。 

○諸角座長 大変に貴重な意見です。事務局のほうはいかがでしょうか。先ほどのご説明

の中で、処理だとかそういうものでどうなのかというふうなヒントみたいなものが得られ

ていますでしょうか。 

○栗田安全情報係課長補佐 いずれにしましても、摂取実験みたいなものをやって、実際

の先ほどの、既に終わっているものと外挿して、温度と死滅の関係というものをもう少し
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明確にしていかないといけないかなという気はしています。意外だったのは、本当に低い

温度で、今回のやつは死んでしまったと。想定とはちょっと違っていたものですから、そ

の辺の関係をもう少しはっきりとさせなければいけないという気がします。 

 また、碧海先生のおっしゃった電子レンジ加熱なんですけれども、センサーが多分電子

レンジの中に入れるとバチバチ火花が飛び出して、温度の計測がうまくいくかどうかわか

らないんですけれども、これもちょっと工夫を考えていきたいと思います。 

○服部委員 特殊な電子レンジがうちにありまして、逆さなんですけれども、温度設定す

ることができるんです。普通、考えられませんよね。電子レンジというのは。ところが、

８０億ほどかけて某会社がつくりまして、それを提案したものですから、意地になってつ

くってくれて、２０台できたんですよ。１台に換算すると４，０００万になっちゃうんで

す。だけど、だれも買えないというので、うちで実験をやるので６台、いまだにあるんで

すよ。もう、それは売り出しは一切なしで、そういう技術がいろんなものに使われ始めた

んですよ。ただ、それがあるので逆算はできるんですよ。９０度設定すると、９０にずっ

といけるんです。それを頭に入れながら逆算すると、これは何か答えが出る。６台ありま

すから。 

○碧海委員 そのときの温度は、内部温度ですか。食品の。 

○服部委員 中心温度です。全部タイヒさせるんです。だから、すごい機械なんです。 

○碧海委員 熱電対（ねつでんつい＝温度計の一種）みたいなものを入れられるというこ

とですか。 

○服部委員 中に、ちゃんと中心温度を測れるものが入っていまして、それで測れるめず

らしい電子レンジなんです。４，０００万円ですから。８０億かかったんですよ。だから、

６台がパーになったら、ほかにはもうないんです。２０台しかつくっていないんです。 

○伊藤副座長 これから実験をやる際に考え欲しい点は、菌量の問題と食品の中心部の菌

の死滅だと思います。例えば.レバーの中心部の菌に摂取してほしい。というのは、鶏なん

かのレバーは、血液中に菌が入って、肝臓へと菌が浸入致します。表面汚染だけじゃなく

て、レバ－の中の汚染も当然考えなければいけない。  

 それともう１つ、バーベキューではキャベツとか野菜にカンピロバクターが汚染される

危険性が高いです。野菜はあまり焼かないですよね。ぽんと載せるぐらい。そういう条件

で、野菜の表面のカンピロバクターが死のかどうかというような実験も、現場にみあった

実験と思います。 
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○小川安全情報担当副参事 今の関連なんですけど、やはり二次汚染というのがひょっと

したら家庭で非常に盲点になっているのかもしれないので、それもデータが出たらと思う

んですが、あれは実際の現場でのデータですけれども、もうちょっとシミュレーションと

いうのか、摂取実験じゃないですけれど、条件を整えてやってみると、どの程度で二次汚

染防止になるか。例えば瞬間湯沸かし器でジャっと洗えば落ちちゃいますよというんだっ

たら、随分便利な話になると思うので、あとは服部先生のご意見で、簡単にできるような

落とし方みたいなもので、もし二次汚染防止ができるのであれば。 

○前田委員 いろいろ面白い実験を聞かせていただいて、我々素人から見ていますと、こ

の前、鶏を解剖して、それを焼いて食べたらあたったとかというようなものがありました。

伺っていると、強火あぶりでやったんじゃないかなと思いました。ああいう例が出ていま

すから、焼き方というのでもあるんだろうなと。それを１つは考えました。 

 それと、小川さんのほうから今出ました、二次汚染のほうを我々は心配するんですけれ

ども、板前の人がきゅうり揉みなんかをつくるときにやるのが、まな板をさっと拭くだけ

でやるんですね。そうすると、今のですとそれが一番悪いんですね。よく昔から話題にな

っているのは、きゅうりの塩揉みを食べてあたったと。それは腸炎ビブリオなんですが、

そういうようなケースにおいて、大体３時間ぐらいおけばだめなんですね。伺っているケ

ースでも、まさに小川さんがおっしゃられたように、もう少し詰めていただくと、いわゆ

る板前さんに説明ができるんじゃないかと。あれは、結構あたるんですよね。まな板から

の汚染ということですよね。そういうことが１つあると、よろしいかなと。 

 甲斐先生に伺いたいのは、最初に買ってきた鶏で何軒かから買ってきたら、菌がいたの

といないのとあったと思いますけれども、その割合はどのぐらいだったんですか。 

○甲斐食品微生物研究科長 それは、資料はきょうはつけていないですか。もも肉を２社

から買ってきているんですけれども、１社から買ってきたほうは、９件買ってまいりまし

て、全部出ているんです。もう１社のほうは、６件買ってきまして、みんなマイナスだっ

たんです。ここの理由がどういうことかというのが、また次の議論になるかと思いますけ

れど。 

○前田委員 何か、そういう結果ですと、つくねのケースなんか、我々はよくつくねを食

べているんですけれども、かなり乱暴に、つくってから置いておくんですよね。そうしま

すと、カンピロが入る可能性が高いですよね。結構あれは危ないですよね。 

 あともう１つ、伺ってみると、刺身にみんないるんですね。その辺のところを、もう少
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し先に行ったら注意する必要があるのかなと思います。今のお話だと、１つのところで買

ったのだったら、要するに全部いるわけですよね。それを持っていって刺身にでもすれば

ね･･･。 

○諸角座長 ありがとうございます。 

○中村委員 カンピロバクターの食中毒の原因の過去の例を考えた場合に、やっぱりどう

しても鶏肉の汚染があって、その上で、二次汚染によるものが多いだろうと。特に、調理

実習の親子どんぶりで、食中毒が昨年起こっております。やはりそれも、多分調理実習と

いうのが、衛生的な手洗いとか、まな板を使ったとか、調理器具からの二次汚染だろうと

思っていたのが、今回の実験で非常に明確に答えが出たような気がするんですね。カンピ

ロバクターの、肉の内部の汚染というのは、それほどないのではないだろうか。表面汚染

ではないだろうか。解体のときに汚染しているんだろうというのが、今回の実験で表面の

温度が加熱されれば、９秒の湯引き以外はほとんどみんな死んで、ある程度の温度に達し

たと。そういった意味では、今回の実験は大変な成功だなというふうに思うわけですね。

そしてもう１つ、食中毒の原因として、生刺しとか、湯引きでも９秒程度の湯引きで食し

ている、そうしたことからの食中毒がたくさん見られております。前回でしたか、委員会

でもやっぱり食生活の変化がカンピロバクターの食中毒の起因になっているだろうと。そ

れが、今回の実験結果からわかっていくわけで、つくねの問題とか、カンピロバクターと

いう菌の性状から考えて、それほど室温で短時間での増殖ということよりも、むしろ汚染

された菌を二次汚染させないことの注意のほうが、かなり重要ではないかというふうに感

じたわけです。 

 いろんな追加の実験ということで、いろいろ出ておりますけれども、それをすればさら

にカンピロバクターのいろんなものが明確にできる追加実験になろうかと思いますけれど、

少なくとも今回この実験データで、こういった二次汚染に対する注意と、それから加熱調

理がきちんとできて、その後の二次汚染に注意さえすれば、カンピロバクターの食中毒は

かなり減らすことができるよという、こういった消費者へのファーストサイキュレーショ

ンといいますか、一次的な伝達も、私はできるのではないかなと。それによって、相当数、

抑えることが可能ではないかなという気が、先ほどからしているんですね。特に、湯引き

で、無理を言って１分間やっていただいたという、これは写真で出ておりますから、この

程度だったら大丈夫なんだ、これだったら危ないよという、こういった情報を、本当に消

費者に目で見せるということで、かなり私は、効果があると思います。 
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 それから、やっぱりまな板を介する汚染というふうにおっしゃいましたけれど、調理人

も、お魚を焼くけれども、そのそばにあった漬物というのはＮＨＫでも前に実験をして、

本当に汚染が広がるんだということは、蛍光塗料を使って実験をやって、番組を構築した

ことがあるんですけどね。本当に、カンピロバクターも同じことが恐らく起こっているだ

ろうと。それが、今回の件でかなりカンピロバクターに対して明確に出たということでは、

本当に健康センターのほうのご努力というのは大変大きく、食中毒の軽減に私は貢献する

ような気がするんです。 

 追加実験は、確かにもっと細かなことがわかりますけれども、この段階で中間報告が出

ておりませんけれども、相当なことが私は言えるような気がいたしました。 

○諸角座長 ありがとうございました。 

○伊藤副座長 先ほどの話にも通じるんですが、ささみの中毒はものすごく多いですよね。

この湯引きで９秒でだめだったんですよね。服部先生もおっしゃったように、酢か何かで

ちょっと処理して湯引きしたらどうなるとかね。１分かけたら湯引きにはならないよね。

製品にならなくなってしまうから、おいしくして、除菌できる方法というのは、何かそれ

がないと、危ない危ないだけでは対策に成りません。有機酸が入ることによって、有機酸

プラス熱でもっと早くカンピロバクタ-が死滅する気もするんですがね。 

○服部委員 僕は、子供のころから、調理するときに、包丁に酢をつけて、ひゅーっとや

るとすっと落ちますね。それでやるように親からずっと言われていて、では何でもやるか

といったら、何でもやっちゃうんですよ。それは、どうなのかといわれちゃうと困るんで

すけれども、江戸時代から、あたらないようにということで、酢に包丁もつけるし手も洗

ってやるというのが、お寿司屋さんで昔事故があったらしくて、それ以来、江戸時代で握

りの人は、その都度魚をまた中につけて握るんですね。それをやっている人は、今は寿司

屋でもほとんどいないですよ。だけど、それが経験則で何かずっと言われてきたことなん

ですけど、今、そういう料理人がいないということなんです。 

○甲斐食品微生物研究科長 お酢をつけると、材料が着きにくいということがないですか。

つまり、包丁に。それはないですか。 

○服部委員 今、私は人前でやるのにいちいちやらない場合もあるけれど、ほとんどそう

しないと気分が悪いんですよ。おいしくなるんですよね。決してお酢って邪魔しないんで

すね。火を入れれば飛びますし。 

○中村委員 服部先生のおっしゃった、江戸時代からあったという、恐らくお寿司屋さん
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というのは魚介類でしたよね。そうすると、ビブリオ系の菌だから、酸に弱いから死んだ

という、これは非常に理論的ですけれども、伊藤先生がおっしゃったように、カンピロバ

クターは一体どうなのかということはやってみる必要がありますね。カンピロバクターの

二次汚染も多いわけですから。 

○服部委員 カンピロは死ぬのか死なないのか、僕は知らないので。 

○伊藤副座長 やっぱり酢はよく効くんです。有機酸として乳酸やコハク酸などいろいろ

あるんですけれど、やはり酢酸というのは一番効果が出ます. 

○中村委員 実験的にやっておく必要がありますよね。 

○伊藤副座長 有機酸とカンピロバクタ－の死滅について実験室レベルで調査したデータ

はあります.しかし、食品中の菌が有機酸でどのような効果があるのかを調べた成績はあり

ません。 

○小久保委員 昔、食鳥検査制度をつくるときに、食鳥処理場の衛生管理をどうするかと

いうことで、有機酸によるカンピロも含めた除去というのをだいぶ実験的にやったんです

よ。確かに酢酸を湯漬け水に入れるとか、その後の冷却水に入れるとか、いろいろやって

みました。実際の施設を使いまして、酢酸を湯漬けに入れても、確かに最初は酢酸でＰＨ

が落ちるんですね。ところが、その後、結構湯漬け水自体の緩衝能が強いので、そのＰＨ

が酢酸を全然入れなくても低いところで安定する。そうすると、ただＰＨだけになっちゃ

いますから、あまりカンピロバクターとかそういうものに効かなかったと思います。ただ、

二次的に、酢酸を使うことによって、施設の設備・機械が非常にきれいになったんですね。

そのときにカンピロバクターに対する酢酸の効果だとか、そういうデータを集めたような

気がするんですよ。食鳥検査制度ができて１０年以上たちますのでちょっと記憶がないん

だけれども。 

 もう１つ、非常に気になるのは、これは非常によくできているんだけれども、最初の処

理が塩とたれを使っていますよね。たれのつけ方というのはどうやっているんですか。 

○諸角座長 いかがですか。 

○栗田安全情報係課長補佐 ある程度焼けた段階で、白焼きみたいな形にして、全体をた

れにさっと漬けて、それを２～３回繰り返しています。 

○小久保委員 最初から漬けたということではないんですね。 

○栗田安全情報係課長補佐 ないです。たれそのものも検査はしましたが･･･。 

○小久保委員 最初からたれをつけたとか、このデータを見ると、副次的な作用があるの

 16



かなという気がしちゃうから、むしろ肉だけでやってどうだったとか、そういうほうが、

まずはいいような気がするんです。 

○奥澤食品監視課長 ちょっと教えていただければというか、二次汚染対策を考えるとき

に、普通常識的に考えると、まな板、包丁……ですね。先ほどの実験でも、包丁洗えばい

いんじゃないかと。いわゆる素人、それから専門家の調理方法として、肉を処理した後、

洗わずにふきんで拭う程度のものというのは、いわゆる普遍的に行われている行為なのか、

もしそうでないならば、もっとほかに盲点があって、別の汚染源があるのではないかと。

普通の調理方法として、ふきんを使って拭く程度のものというのは、日常的に行われてい

る行為と見てよろしいですか。 

○中村委員 テレビの料理番組で、それをやるから、私はそれはほんとうにまずいという

ふうにいつも思うんですよ。だから、あれをやるということは日常的なんじゃないですか。

微生物をやっている人間は、絶対にやらないことですけどね。 

○碧海委員 家庭では常識としてはやらないですよ。特に肉や魚を切ったら必ず洗います

よね。 

○中村委員 むしろ料理番組であれをやっていますでしょう。 

○碧海委員 あれはもう時間的な節約があって、やむを得ないんですよ。いちいちまな板

を洗っていられない。 

○中村委員 まな板を取り替えるぐらいのやり方をすればそこら辺にみんな注意をします

けれど、あれでやりますとね。ただＯ１５７の後、お肉を使った後のまな板はということ

で、ずいぶんキャンペーンをやったために、まな板に直接お肉を載せるんじゃなくて、例

えば牛乳パックを使ったりというふうなことなんかは、家庭の主婦はやっていますよね。 

○碧海委員 家庭の場合には、わざわざ魚のマークがついていたり、野菜のマークなんか

がついていたりして、一応まな板を代えるとかね。 

○中村委員 ただ、あれはひっくり返しますね。たれますでしょう。だから、表と裏とい

うのはあまり細菌学的には区別できないですよね。 

○碧海委員 いや、表と裏だけじゃなくて、まな板そのものにそのマークがついていて、

つまり魚や肉のときはこっち、野菜のときはこっちというふうに使い分けている主婦は結

構います。 

○春日委員 済みません、それは多分すごく優秀な主婦だと思います。 

○碧海委員 優秀ということじゃなくてね、むしろ手づくりがわりに普通だった時代の主
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婦ならそれはやりますね。要するに、家で料理をしない人たちはね、これはもうどうしよ

うもないですけど。 

○服部委員 世界で一番調理のできない人を育てている国ですから。世界一なんですよ、

若い人がこんなに調理できない国は。留学生がいますけれども、大体２０品目ぐらいは、

何も見ないでも自分の国のお袋の味をつくれるんですが、日本のうちの学生は、９割がつ

くれませんから。外国の人は９割つくれますよ。やっぱり４０品目から５０品目覚えない

とお嫁にいけないから恥ずかしいと彼らは言うんです。そんな日本人１人もいませんから。

だから、先生のおっしゃったように、まな板もないお宅とか、包丁だって１本持っている

だけですよね。ちゃんとしたところは何本もありますけどね。ある人のほうが少ないと想

定して考えた上でどうしたらいいかというほうが、今はいいですよね。５０代以上で、だ

いぶおつくりになる方はいらっしゃるんですけれども、４０代ぐらいからほとんどできな

くなってきます。 

○碧海先生 あと１つ、服部先生に伺いたいんですが、まな板でも普通の日本式のまな板

なら大丈夫なんですが、あれはわりに洗いやすいですが、例えば中華料理のまな板という

のは、あれは完全に木の目が縦になっていますよね。だから、包丁もむしろ食い込むのが

当たり前で、だからあれを完璧に洗うなんていうことができるんだろうかといつも思うん

ですけど。 

○服部委員 ささくれだったところに菌が入っていますからね。やっぱり、太陽にさらさ

ないとだめみたいですね。紫外線をどう当てるかということだと思いますね。うちはもう、

木を使っちゃいけないということなので、いわゆるプラスチックの白いのなんですけれど

も、こんなに大きい。それも、できるだけ煮沸と、紫外線で全部処理するようにしている

んです。レストランとか、そういうところがそこまでやっているかといったら、やってい

ないような気がするんですよね。これは、中国料理というのは熱処理が多いものですから、

あれで助かっているんだろうと思うんですね。 

○碧海委員 そうですね、生ではほとんど食べないですけどね。 

○奥沢食品監視課長 今の話は、いわゆる調理師さんなんかでも日常的にやる話ですか。 

○服部委員 本当に、調理師もピンからキリまでいて、大体、こういう形で世の中を騒が

せるお店というのは、その辺のちょっとしたことが日ごろから習慣になっていなくて、危

ないぎりぎりの線でいて、ちょっと体の悪い人がそれにあたっちゃうという例が非常に多

いんですよね。本当にだらしない人は、ずっとだらしないですね。本当にひっぱたきたく
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なるぐらい、悪いのはどうしようもないんですよ。いろんな例を見ているんですけど、だ

から、自分もいろんなところに行って恐くてしようがないですね。この人、どうなんだろ

うと思いながら食べるのは、いつも考えちゃうのでおいしく食べたことがないんですけど。 

○奥沢食品監視課長 なぜこういうご質問をさせていただいているかというと、もしまな

板や何かが通常洗われているのであれば、単にまな板、包丁は洗いましょうということが

二次汚染防止の本当の核心じゃなくて、もっとまた、盲点である何か別の二次汚染のファ

クターが、気がつかないものがもしあったとすれば、そういうものもやっぱり考えていか

なければいけないのかなと思いまして、ちょっとお伺いしたんですけれど。 

○甲斐食品微生物研究科長 ここ数年の食中毒、カンピロバクター食中毒を見ていますと、

やはり原因食品として出てくるものが、生刺し、あるいは湯引き、それから学校給食、調

理実習ですか、親子どんぶりをつくった後でほうれん草を切ったとか、そういう部分が８

０％、あるいはそれを超えているんじゃないかと思うんです。ですから、そういう部分に

ある程度焦点を絞って考えていってもいいんではないかなと思うんですけれども、どちら

かというと、あまり鶏のから揚げが原因であったろうというようなカンピロバクターの中

毒というのは、私どももあまり経験していないように思うんですね。ですから、今回の調

理実験なんかを見ましても、プリントの１２ページとか１３ページ、１４ページ、この当

たりが一番中毒防止に直接つながるようなデータではないかなというふうに思っているん

です。 

○諸角座長 申しわけございませんが、あと２つ課題があります。それで、あと１時間し

か残っておりません。お話をいろいろお伺いしたいんですけれども、この話題に関しまし

てはこの辺で切り上げておきませんと、後ろのやつが終わらなくなってしまいますので、

またメールなり何なり、事務局のほうにご意見を出していただいて、これはリスクコミュ

ニケーション、あるいはむしろ我々としては普及啓発に役立てたいということでやった実

験でございます。だから、リスクコミュニケーションの中のほんの一部ですが、そういう

サゼスションをできるような資料を得たいということで、今後も継続してやっていくつも

りでおりますので、またぜひご意見をいただきたいと思います。中断してしまって申しわ

けございませんけれども、一応ここで、ちょっと５分ほどお休みいただいて、１１時から、

まだ提言報告書、それから検討課題の選別方法についてご検討いただかなければいけない

ので、それをやりたいと思います。では、１１時まで休憩時間にしたいと思います。よろ

しくお願いします。 
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（休憩） 

○諸角座長 大変お待たせいたしました。これから２つの課題についてやらなければいけ

ないんです。まず、次の２月１９日に開催されます親委員会のほうに、この実験を含めて、

この前中間報告をいたしましたが、それにこれを含めたことで、提言もしくは中間報告を

していかなければいけないということで、その内容につきまして、事務局のほうからまず

ご説明いただきたいと思います。 

○小川安全情報担当副参事 では、私のほうから説明させていただきます。資料２をごら

んいただきたいと思います。この資料２につきましては、前回の途中経過の報告をベース

に取りまとめ直した検討案でございます。まだ全く決定とかそういうものではない、たた

き台でございますので、そのつもりでお考えいただきたいと思います。 

 まず、目次を見ていただきたいんですけれども、流れといたしましては、検討経過の概

要と、それからカンピロバクターの食中毒について。これは事実でございます。それから、

前回から一番問題となっておりました検査法につきまして第３で一応書かせていただきま

した。それから、それらの問題の中の課題を整理いたしまして、要するに対策をどうすべ

きかというような流れでやっております。この対策といっても、早急に取るべき対策と中

長期的な対策があるということで、前回ご議論いただきましたけれども、やはりこの中で

提言という部分につきましては、早急に取るべき対策、先ほどからいろいろと、防止をす

るためにはどうするかというようなところの問題が、提言という形になってくるのではな

いかというふうに考えております。 

 一応、これはまだ、荒々のペーパーでございますので、このような目次に沿って書いて

ございますので、細かい説明は時間の関係で省略させていただきますが、特に第３の４ペ

ージをちょっとごらんいただきたいと思います。皆さんにちょっとご検討いただきたいの

は、この検査法につきまして、前回いろいろとご議論があったんですけれども、どうして

も輸入の肉の菌量というのが少ないのではないかということで、その問題につきましては

次年度あたり検査をすればいいのかなというふうなお話だったと思うんですが、今回、健

研センターのほうの調査によりまして、ある程度の目安というものが出揃っております。

それが５ページでございます。表１の一番最後の欄につきまして、大量培養法、輸入冷凍

肉で２００４年実施ということで、４７検体実施いたしまして２１検体、約４５％検出さ

れております。そこの内容につきましては、試料が５０グラム、１００ミリのプレストン

培地とボルトン培地でそれぞれ増菌したということです。今までではない、若干改良型の
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方向で検査をしたところ、このような結果が出たということでございます。この点につき

ましては、若干検査法のことになりますので、私の説明の後、健研センターのほうから説

明をお願いしたいと思います。 

 それから、その下の輸入鶏肉の実態調査の中の、輸入国によりまして、陽性率も若干違

ってきているということが伺えます。４７分の２１の内訳がブラジル、タイ、中国、アメ

リカと検体数はばらついているんですが、こんなような状況ですので、大雑把なことしか

言えないと思うんですが、要するに、今までかなり輸入肉は大丈夫なんじゃないかとかき

れいなんじゃないかというようなことが言われていたんですけれども、この辺のことにつ

きましては、ある程度の目安みたいなものが出てくるのではないかというふうに思ってお

ります。 

 それから、これはちょっと最後にフォローしていただきたいんですけれども、次のペー

ジを開けていただきまして、６ページ、７ページにつきましてはまだ課題の整理で箇条書

きでしか書いておりません。それから、当然課題に対して取るべき対策ということで、要

するに先ほど申しました、早急に取るべき対策というのが（１）と（２）。それから中長期

対策としましては、そこに書いてありますようにいろんな時間のかかる問題がございます。

当面、早急に取るべき対策の中で、大量培養法では鶏肉からカンピロバクターが高率に検

出されているという可能性が高いため、飲食店等の事業者、家庭及び調理実習を実施する

学校等を主な対象として、鶏肉による食中毒を起こさない、安全な食べ方について調理方

法を中心にリスクコミュニケーションの視点を取り入れた普及啓発への早急な取り組みが

必要であると。ちょっと、文章的にはうまくないんですけれども。それから、今回やった

ような科学的データに基づき、それから広報、媒体などを利用した視覚的なものなど、都

民が理解しやすく、実際の生活において、ご議論がありましたけれども活用できるような

方法を工夫すべきであるというふうな対策の方向だけしか示しておりません。 

 一番最後のページが、提言ということなんですけれども、この提言につきましては、こ

こに書いてありますように、一番やはりリスクコミュニケーションという点が重要になっ

てくると思いますので、今回、緊急に実施したこういうふうなモデル実験なんかで得られ

た、要するに加熱調理方法による菌の消長とか、二次汚染の結果、それに調理加熱時間と

殺菌の目安になる鶏肉の中心温度、外観の変化などを収集して、写真やデータなどを活用

してわかりやすい情報提供を行うと。これも、総論でしか書いてございません。私どもと

いたしましては、きょう皆様方にご検討いただいた内容と、それから今後の取り組み状況
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を踏まえまして、この報告書と提言内容をどのように取り扱っていっていいのか、忌憚の

ないご意見をいただきたいと思います。 

 私のほうからは以上です。 

○諸角座長 では、お願いします。 

○甲斐食品微生物研究科長 先ほどからも議論に出ていましたように、輸入肉はきれいな

のではないかということで急いで調べて、まだ検体数が少ないんですが、今、ご説明があ

りましたように、４７件で４５％、半分ぐらいの肉から検出されていると。ただ、菌量と

しましては、国内産の冷蔵肉に比べて少ないのではないかという状況です。 

 それから、今回方法としまして、２種類の培地を使っています。プレストンの培地とボ

ルトンの培地というのを２種類使っていますが、それぞれの特徴は、プレストンといいま

すのはどちらかと言いますと抑制力が強いといいますか、カンピロバクターを発育させて、

ほかの菌を抑える力が強い培地です。それに比べまして、ボルトンはどちらかというと、

抑える力も弱いといいますか、マイルドな培地です。ですから、検体によりましてカンピ

ロバクター以外の菌が非常に多いような場合ですと、プレストンの培地のほうがカンピロ

バクターが検出できます。逆に、全体の菌量も少ない、カンピロバクターの菌量も少ない、

それから冷凍によって菌が損傷を受けているというような場合ですと、ボルトンの培地の

ほうがいいのではないかというような印象を持っていますけれども、十分な検討はできて

おりません。いずれにしましても、こういう２つの方法でやりますと、４５％、菌量は少

ないにしろ、輸入の冷凍肉からも検出されていると。国内産よりは少し検出率は低いにし

ろ、検出されているというような結果が出ています。 

 それから、表の２のほうに、輸入国が書いてありますけど、これもまだディスカスする

にはちょっと数が少なくてできないだろうと思うんですけれども、１つの目安としてこん

なところが出ております。以上です。 

○諸角座長 それでは、この中間報告につきまして、ご意見がございましたらお願いした

いと思いますけれども。 

○小久保委員 今回、プレストンとボルトン、どっちが菌数が高かったんですか。 

○事務局（横山主任研究員） 数から言いますと、ボルトンのほうが高かったです。 

○諸角座長 このボルトン培地でほかの菌の、要するにコンタミナンスの影響というのは

出てこないんですか。いわゆる雑菌類。 

○事務局（横山主任研究員） 出てきます。 

 22



○甲斐食品微生物研究科長 ですから、ボルトンのほうが高いんですけれども、プレスト

ンでしか検出できない検体も、やっぱりあるんですね。 

○諸角座長 そうなりますね。ほかにいかがでしょうか。 

中間報告の方向性とか、一番最後のところで提言、この辺が一番ネックになってくるんだ

ろうと思うんですけれども、この辺についてのご意見というのはいかがでしょうか。 

○碧海委員 提言の前に、簡単なことですが、５ページの輸入鶏肉のこの表に合わせて、

例えば今の鶏肉の中での占める比率と言いますか、それはわかるんでしょうか。例えば国

産に対してタイからの輸入がどれくらいのパーセンテージでということがわかれば、参考

までにはそういうことも入れておいたほうがいいと思います。 

○諸角座長 これはわかりますね。消費率ですね。一応、４ページの一番上に、６割強が

国産で、その他を輸入に頼っているという明記はございますけれども、もう少し細かいと

ころというお話だろうと思います。 

 ほかにございませんでしょうか。これにつきましては、どうしましょうか。今日メール

でお送りいたしますか。では事務局のほうの考えを。 

○小川安全情報担当副参事 では、ちょっと事務局のほうの試案というんでしょうか、こ

んなふうに考えているということでご意見いただきたいんですけれども、今の皆さん方の、

こういう実験をやればよりわかりやすいデータができてくるということで、そういう実験

を早急にやるべきだという話がございました。それからもう１つ、私どもはこのカンピロ

バクターの食中毒について、リスクコミュニケーションの視点から議論というものを、ぜ

ひともいただきたいという考えがございます。今、皆さん方が専門委員という形で、技術

的な話をお話しいただいているわけですけれども、やはりこれを、一般の消費者の方、一

般の利用者、都民に伝えるときに、どういう形が果たして一番いいのかというところが、

まだちょっと私ども事務局といたしましてもよく見えていないところがございます。例え

ば、先ほどのような、パワーポイントとか、単にそれをインターネットで流せばいいのか、

それとは別にスライドみたいなのを使わなくてはいけないのか、Ｑ＆Ａはどうするのか、

プレス対応はどういうふうにすればいいのかとか、やはりそういうところをきちっと議論

をしていかないと、やはりわかりにくさを助長させてしまうというようなことも、非常に

今回、水銀の問題を検討していてよく私どももわかりました。せっかくいいデータが出て

きているものですから、やはりそれをわかりやすく都民に伝えるためにリスクコミュニケ

ーションの視点からの検討というものを、私どもとしてはぜひ必要ではないかというふう
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に、今考えております。 

 そういうふうな観点からいたしますと、ちょっとスケジュールの話まで及んでしまうん

ですけれども、本来ならば２月１９日の第３回の評価委員会が今年度の最後の評価委員会

ですので、そこで一応、本来ならば打ち出すことが一番適切だと思っていたんですけれど

も、今までの皆さん方のご議論を踏まえますと、今私が申しあげたようなところを詰めて、

やったほうがいいのかなという気が、私のほうはしております。そういうふうなことにな

りますと、少なくとも中間報告と提言というものにつきましては、今これはたたき台とい

うことですが、これをベースに皆様方のご意見をいただきまして、それをある程度修文し

たものを第３回の評価委員会に提出いたしまして、そこでリスクコミュニケーションの視

点から揉んでいただくというんでしょうか、検討いただくというのが、一番手順的に妥当

なのかなというふうな感じがしております。 

 確かに、先ほど中村先生から、今わかっている部分だけでも言っちゃったほうがいいん

じゃないかというご指摘がございまして、それも非常に重要なのかもしれないですが、カ

ンピロバクターは去年、ことしと東京都でも同じ件数なんですね。若干患者数はふえてい

るんですけれども、劇的にふえているとか、死亡者が出ているとかという状況ではないの

で、ちょっとその辺のところを、ちょっと延期するみたいな形でやってもそんなに影響は

少ないんじゃないかなと思います。事務局といたしましては、方向性として今ちょっと、

そんなふうに考えているんですけれども、その点についてご意見をいただきたいと思いま

す。 

○諸角座長 いかがでしょうか。中間報告にして、それでもってリスクコミュニケーショ

ンの内容といいますか、方向性についてご議論いただくという事務局のほうの提案ですが、

それについてのご意見はいかがでしょうか。そうすると、提言を最終的に出していくとい

うのは、来年度の半ば過ぎごろになりますか。 

○小川安全情報担当副参事 来年度の半ばではなくて、１６年度の第１回の評価委員会あ

たりに出したいというふうに。そうすれば、今の追加実験の部分とリスクコミュニケーシ

ョンの方向、そういうものがある程度具体的に固まってくると思いますので、それを盛り

込んだものを提言として出していけば、順序からいっていいのかなと。時期的にも、あま

り長く伸ばす必要はないと思うんです。また伸ばしちゃいけないと思うんです。 

○碧海委員 私は、リスクコミュニケーションの視点という意味で考えて、今の例の鳥イ

ンフルエンザ、あれのことを全然触れないでいいのかというのが、つまり都民とのリスク
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コミュニケーションということですと、普通の人の感覚では当然、鳥といったらやっぱり

そういう今の話題ってどうしても考えちゃいますよね。だから、何かカンピロバクターの

ことだけにしていいのかなという気はちょっとするんですけどね。普通の人の感覚では、

当然それとは関係ないのとか、そういう話がすぐ出てきそうな気がするんですけど。 

○小川安全情報担当副参事 ちょっとこれは、私の今の意見なんですけれども、やはり今

の鳥のインフルエンザについて、食品レベルという話では全くなくて、鳥と鳥の感染の話

がメインで対策に当たっているんですけれども、一部に誤解なんかがあるやに聞いており

ますが、例えばこれを出すときも、Ｑ＆Ａとか、そういうところに盛り込むような形でも

いいのかなと私は思うんですけれども、ダイレクトの中に、この中に書き込むということ

はちょっと難しい。 

○碧海委員 それはわかるんですが、つまり一般都民の反応というか、一般都民の立場と

いうのはそういうものだと思うんですよね。つまり、カンピロバクターならカンピロバク

ターに特化してものを考えるんじゃなくて、常に総合的にどうしても反応するというか。

だから、もちろんこの中に大々的にそのことに触れるという意味ではなくても、そのこと

は絶対意識したほうがいいというふうに思うんですけれど。 

○諸角座長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。鳥インフルエンザの問

題だけではなくて、サルモネラの問題もかなり大きなファクターの１つになっていると思

いますけれど。 

○春日委員 今のご意見に関しては、やはり鶏肉を食べることによっていろいろな病原体

に感染する可能性はありますので、この報告書のメインとしてはカンピロバクターを対象

とするわけなんですけれども、同じ防御手段によってほかの病原体からの感染も防げると

いうことを、最終的には出したほうがいいのではないかと思います。 

 実は、その逆の話がありまして、厚生労働省と感染研のほうで、鳥インフルエンザが万

一食品に汚染した場合に、どういう加熱をすればいいんですかというＱ＆Ａをついこの間

出したばかりなんですね。そのときに、ウイルス学的には、５６度数分で、インフルエン

ザウイルスは死ぬと。でも、その条件で果たしてカンピロバクターもサルモネラも大丈夫

なんだろうかという疑問を私は提言しまして、もう少し高い温度でということを盛り込ん

でいただいたわけです。同じようなことを、やはりカンピロバクターの報告書の中にも、

考慮しながら書くべきではないかなというふうに思います。 

 それから、具体的にリスクコミュニケーションの視点から有用であろうと私が感じます
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報告書の出し方なんですけれども、営業者の方は温度と時間ということをお聞きになって

も、ある程度わかっていただけるかと思いますけれども、一般の消費者ですとか学校調理

実習向けには、やはり視覚に訴えるものが一番効率的ではないかと思います。ですから、

今回のパワーポイントに出していただいたような写真で、このくらいの鶏肉の色の変化だ

ったら大丈夫ですよということが言えれば、一番わかりやすいかと思いまして、そのため

には、今回の実験にやはり追加していただいて、ここまでの色なら安全域を考えても大丈

夫だろうという確信が得られるまでの実験は重ねていただかないといけないのかなという

ふうに思います。 

 二次汚染に関して、１つ追加したいんですけれども、ここの部分は中村先生がさっきお

っしゃったことに賛成です。学校調理実習での事例というのは、今年も出たようですし、

やはり一度出ると、集団発生ですので人数がふえてしまうということで、これは早急に対

応を重ねたほうがいいと思います。ということで、今回の実験で、実際にまな板を介した

ほうれん草からカンピロバクターが検出されたということは、ほかであまり文献でも出さ

れていないことだと思いまして、非常に重要な結果だと思いますので、これはこの段階で、

すぐに教育委員会のほうに知らせていただいていいかと思います。以上です。 

○諸角座長 ありがとうございます。 

○伊藤副座長 非常に関連するんですが、やはり鶏肉をよく扱っているレストラン、本日

の報告にある焼き鳥屋さんのようなところを対象にしたパンフレット、それから学校の先

生や養護の先生、あるいは調理実習用のパンフ、それから一般家庭でカンピロバクターに

ならないためにはというようなもので、私はやはり、対象をわけてやるほうがもっときめ

の細かいものが出るだろうと思うんですね。一般的に書いてしまうと、今まであったのと

同じようになってしまうので、対象を絞りながら考えていかれたほうが、効果的と思いま

す。あるいはそういう人が読んだときに非常に理解しやすいんじゃないかなという気もし

ているんですけれども。 

○諸角座長 今のご意見は事務局あるいは我々の動き方の問題だろうと考えております。

できるところからやっていったらどうでしょうかということだろうと思いますけれども、

ひとつご検討いただければと思います。 

 それで、ほかにご意見がなければ、この内容につきましては事務局のほうから、きょう

メールで先生方にお配りできますか。 

○小川安全情報担当副参事 できると思います。 
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○諸角座長 それを再度目を通していただいて、ご意見を事務局のほうにメールの返信で

ご提案いただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 もう１つ議題がございますが、まだもうちょっと大丈夫かと思います。あと１つ２つ、

これに関してご意見があれば、承りしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○小久保委員 二次汚染というのは非常に大事だという話がさっきから出ていますね。私

も、休憩時間にもちょっと話したんですけれども、こういうデータがせっかく出ています

し、東京都では実験的にやってこういう事実があるんだから、こういう面を気をつけてく

ださいというようなことを、例えば学校教育の中に取り入れてもらうとか、調理実習の中

に取り入れてもらうとか。それから、料理番組のときに、ではちょっと、東京都でやって

いる実験結果では、こういうことは危ないから、まな板は取り替えましょうねとか、熱湯

を通しましょうとか、実際に有名な方がちょっと一言言いながらやってくれれば、結構ア

ピールするんじゃないかなと。そこら辺を、東京都で申し入れるということはできるんで

すか。 

○小川安全情報担当副参事 とりまとめが最終的にできた後に、取材に応じてくれるとこ

ろがあれば、喜んでこちらから情報提供するということは。 

○小久保委員 そうすれば、せっかくやった実験データが生きますよね。 

○碧海委員 そういうふうに連絡されれば、聞くと思いますよ。特に料理番組の担当者に

そういう情報を提供してくだされば。 

○小久保委員 有効利用できるんじゃないかなという気はするんです。 

○中村委員 この中長期対策のところに、後に結果をモニターして対策にトレースするわ

けですよね。とすると、あまりパーフェクトなものをおくれて出すよりも、とりあえず重

要なことから出しながら、その結果をやっぱりモニターしながらどう変化していくか。食

べ物のサルモネラが本当に広がったときに、あれは厚生労働省のほうがインターネットで

出しましたけれども、やっぱりテレビ番組とかそのほかありとあらゆるメディアを使って、

キャンペーンを張ったんですね。それから、本当に激減してきましたよね。また、忘れた

ころに出てきていますけれども、でもいずれにしても、対策を立てると確実にその結果が

表れるんですね。対策のやり方によって。やっぱり、この委員会は情報があるわけですか

ら、ここまでデータは出ていますので、ぜひ何らかの形で、それから伊藤先生もおっしゃ

ったように、できるところからやっていけばいいと思います。調理実習で、カンピロバク

ターは抑えられるのかどうかとか、ぜひ結果をフィードバックして、この委員会の役割と
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いうんですか、それを確認できるような形で、任期中にそれが出るような形にしていきた

いと思います。 

○小川安全情報担当副参事 リスクコミュニケーションは、必ずフィードバックが必要で

すね。 

○諸角座長 よろしいでしょうか。それでは、先ほども申しましたが、メールで先生方に

お送りさせていただきます。期限はいつ頃までにご意見をいただければいいですか。 

○小川安全情報担当副参事 今月いっぱいで。 

○諸角座長 では恐れ入りますが、今月いっぱいに目を通していただいて、ご意見をお寄

せいただければと思います。どういうご意見でも結構でございますので、ぜひご意見をい

ただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、次の議題に移りたいと思います。検討課題の選定方法。これは、前回の親委

員会のほうで、専門委員会のほうに丸投げされたという経緯がございます。専門委員会の

ほうで少し揉んできてくれという話がきておりますので、それについてご審議していただ

きたいと思います。 

 では、事務局のほうから、案がありましたらお願いします。 

○小川安全情報担当副参事 では、資料をもとに説明させていただきます。 

○栗田安全情報係課長補佐 私のほうから説明させていただきますけれども、きょうお配

りした資料の中で、前回資料ということで、食品安全情報リポートの第２号というのと、

それから検討課題候補事前選定結果というのをお配りしてあります。前回、２回目の評価

委員会の中では、このリポートに掲載された条項についての取り扱いが決定できなかった

ということで、専門委員会のほうで検討してほしいということであったんですけれども、

事務局としましては、やはり課題の取り扱いはあくまでも親委員会でやっていただきたい

というふうに考えています。今回、ですから事務局の案としてお示しをしましたのは、具

体的にこの情報をどうするこうするということではなくて、情報をどう取り扱うかをもう

少し決めやすい方向というんですかね、決める手順をもう少しはっきりさせたような案を、

一応つくってまいりました。それの説明が資料３に書いてありますが、非常に説明も私は

下手くそなのと、資料がわかりにくいので、ゆっくりちょっと説明をさせていただきます

が、一番後ろの６ページの別添の図をちょっとごらんいただきたいと思います。これで、

全体の流れを先にご説明させていただきます。まず、手順として２つにわかれるだろうと

いうことで考えていますけれども、まず第１の段階では、いろんな情報からこの食品安全
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情報リポートという形にどうまとめるか、選択をするかというのが１段階です。このリポ

ートになったものを、その次の段階として個々の情報をどう取り扱うかというのが第２弾

ということで、２つにわけて考えております。まず、この情報リポートをつくるまでの点

順は、これは今までも先生方のところに事前にいろんな情報をお送りしまして、そこから

１つとか２つとか丸をつけていただいて、送り返していただいていたわけなんですけれど

も、もう少し根拠を持って選んでいただければということで、２ページ目の別紙１のとこ

ろに、事務局のほうから事前にお送りしました事前送付資料から、この安全情報リポート

に載せる情報をどういう視点で選んでいくか。これは、既に過去の会議の中で出てきた視

点ですけれども、健康被害の未然防止の視点、それから危害の拡大防止の視点、都民の不

安解消の視点というこの３つの視点で情報を選んでいただくと。事務局から事前にお送り

する情報の中で、どれに該当するかを先生方のほうから判定をしていただくと。それを送

り返していただくという形です。 

 その送り返していただくときに、なぜそこに丸をしたのかについても、ご意見としてい

ただければというふうに考えております。 

 同時に、その選んでいただいた際に、この情報を最終的に評価委員会としてどう取り扱

うかについても、ご意見を一緒にいただければということなんですけれども、どう取り扱

うかという案として、３ページのところに別紙の２として書いてあるんですが、安全情報

リポートに載っかった情報を、４つのカテゴリーにわけようということです。１つはＡと

書いてありますけれども評価委員会で検討して、最終的に提言、あるいは報告の形まで検

討していただく。まさに、今やっていただいているカンピロバクターだとか水銀のような

形で、専門委員会に付託するかどうかも含めまして、評価委員会の中できっちり検討すべ

き課題であるというのが１つです。 

 それからもう１つは、これは非常に重要な、評価委員会で検討すべき課題ではあろうけ

れども、今の段階では情報が不足しているためになかなか検討が難しいというような状況、

この場合には、実態調査をきちっとやってみるとか、あるいは文献調査などを含めた委託

調査などをしまして、きっちりデータをそろえてから、改めてその取り扱いを考えるよう

な課題。 

 それからもう１つは、安全情報リポートに載っかったということは、東京都あるいは評

価委員会として重要な情報であるという選定がされているわけですけれども、そのまま都

民の方にお知らせをすると、情報提供するというだけでいいのではないかという情報。 
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それから、客観的な事実に基づく、最初の我々事務局が集めてきた情報についても、い

ろんな情報があるわけですけれども、客観的な事実に乏しいようなもので、今の段階では

やっぱりリポートに載せるべきではないだろうというような判断が働くようなものについ

ては非掲載という扱い。 

 要するに、この４つの取り扱いにわけていただく。これについても、各委員の方にそれ

ぞれ、これはあくまでもわかる範囲、しるしがつけられる範囲でということで結構なんで

すけれども、つけていただいたものを事務局のほうに返していただくということです。 

 もう１度、６ページの別添の図に戻りますけれども、そういった意見をいただいたもの

に基づいて、事務局ではこれまでどおりに食品安全情報リポートという形でまとめていく

わけですけれども、今まではこれが決定版という形で出してきましたけれども、まだこの

段階ではあくまでも案という形で、事務局としては評価委員会に提出をさせていただくと

いう形にしたいと思います。この案ができたときに、会長が食品安全情報リポート案に載

っている情報について、どう取り扱うのかの案をつくって、一緒に評価委員会に提出をす

るということです。この会長案をつくるに当たっては、事前に資料を送付したときに、各

委員からいただいた案に基づいたり、事務局と相談したり、専門の先生方と相談したりし

ながら、会長が取り扱い案をつくって評価委員会にかけるということです。評価委員会で

は、その会長案について検討するということなんですけれども、会長案は先ほど言いまし

たＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４つの取り扱いを提案していただきますので、比較的早くすっきりと

取り扱いが決まるのではないかということで、こういう案を考えました。 

 会長は、その取り扱いを決める際に、一応判定基準２というのを考えたわけなんですけ

れども、４ページの別紙３をごらんいただきたいと思います。特に、この判定基準の２と

いうので何を判定するかといいますと、一番難しいのが、この評価委員会で具体的に提言

まで持っていくだけの検討をするかどうかという課題の選定なわけですけれども、やっぱ

り我々事務局で考えたのが、一番ポイントになるのは評価委員会による検討が、その課題

の解決に貢献するかどうかというのが一番大きなポイントだろうということだと考えまし

た。その中には、その課題を解決するためにとり得るリスクマネージメントの方法がある

のかどうかだとか、国とかほかの外国だとかで既に対応が図られているかとか、そういっ

たような視点も含めて、この評価委員会で検討することによって解決するかどうか、貢献

ができるかどうかというのが一番重要な視点だろうというのが１つ。それから、貢献をす

るだろうという課題についても、先ほど言いましたように、検討するだけの材料があるか
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どうかというのも１つの判断基準だろうということです。下のほうに、決定のためのディ

シジョンツリーみたいなものをつくってありますけれども、こういう手順で単純に、例え

ば貢献をするという判断が降りて、さらに情報もあるということであれば、評価委員会で

検討するという取り扱いになりますし、貢献はあまりしないだろうというものについては、

そのまま情報提供する場合と、客観性が疑われる場合には、もう削除をしてしまうという

取り扱い。そういったような形で、仕分けが単純にできていくだろうというふうに考えま

した。 

 最後の５ページに、別紙４として、事前送付資料の回答様式というのがありますけれど

も、これは事務局から各委員全員にお送りします事前送付資料について、事務局に返して

いただく様式です。情報がずらずらっとここに例えば１０個お送りした場合に、先ほどの

安全情報リポートに載せるかどうかの判定を、イエスの場合には丸をつけていただきます

し、わからない、判断できないとか、そうは思わない場合には空欄にしていただくという

形で、わかる範囲で丸をつけていただくと。丸をつけた理由も同時に書いていただきます。

それを委員の方お一人でもどこかに丸がついていれば、それは情報リポート案として掲載

をしていくということになります。そのとき、同時にリポートに載せる情報であると判断

をされた場合には、その情報についてはどう最終的に取り扱うかについても、もし案があ

ればその評価委員会における取り扱いという欄のところに、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄのいずれかを

書いていただくと。その判断をした理由をその横に書いていただくということで、事務局

のほうに送り返していただいた、事務局のほうでリポート案をまずつくることと、それか

ら全員の委員から送られてきた回答のほうにお送りをしまして、会長が委員会当日までに

取り扱い案を作成するというような手順です。 

 資料にはつけておりませんけれども、今、私のほうで勝手にその取り扱いについてこの

判定基準でしるしをつけてみたんですけれども、Ａ肝とＥ肝については情報収集という判

定がつきました。それからほかのものについては、Ｎｏ．４については、これは客観的な

情報ではないということで削除するという判定になりました。そのほかのものについては、

このまま情報提供するというような判定がつきました。これは、やり方として、今、事務

局で提案したやり方でよろしければ、改めて２回目に出したものについて、こういう判定

を事前にしていただいて、第３回目にもう１度、その取り扱いの資料を出していければと

いうふうに考えています。以上です。 

○諸角座長 どうもありがとうございました。具体的に言いまして、委員の方がどのよう
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なテーマをカテゴリーと判断するか、それをどういうふうに委員会として取り扱ってもら

うように事務局側に言うのかということなんだろうと思います。今までに比べますと、結

構手間はかかるかなという気がいたします。 

 それからもう１つは、これの皆さんの意見が反映されて、それでもう１つ、やれるのか

どうか、この会でやる意義があるかどうかということを踏まえて、会長がご判断されて、

会のほうに提示してくださるということですので、今までに比べますとかなりわかりやす

くなってきているのかなというふうに考えます。これについてのご意見、ございましたら

お願いしたいと思いますけれども。 

 まず、２ページ目をごらんいただきますと、カテゴリーわけが１、２、３というふうに

してございますが、この辺はいかがでしょうか。よろしいですか。ご意見がないようでし

たら、３ページのほう、ここはちょっとご意見がある方もいらっしゃるかと思いますけれ

ども、この評価といいますか、取り扱い方法につきましてＡＢＣＤ、これだけでいいのか

ということですね。 

○栗田安全情報係課長補佐 別紙にも、１行目に検討委員会となっていますけれども、こ

れは申しわけございません、評価委員会の間違いです。 

○碧海委員 １つ質問なんですが、例えば国の食品安全委員会とか、ああいうところでも

提起された問題で、国が割合としっかり取り組んでいるようなものについてはどう考える

のかというのが１つ。この前の課題の選定のときに、私はたまたま国の安全委員会のほう

の資料を見て、そっちで出てきているからいいのかななんて思って、選ばなかったのがあ

るんですが、その辺のところはどういうふうに考えたらよろしいんですか。 

○栗田安全情報係課長補佐 まず、各委員の先生がそういう判断で、思うように、これは

こうしたほうがいいだろうと書いていただければと思うんですね。国が検討していても、

都として検討したほうがいいという場合には、検討していただいても構いませんし、国、

あるいは外国で既にやっているものであって、東京都があえて検討する必要がないという

ことであれば、場合によってはそのまま情報提供するだけでもいいだろうということだと

思います。 

○小川安全情報担当副参事 中身につきまして、どうしても規格とか基準とか、いわゆる

国のナショナルスタンダードを求めなくちゃいけないようなものというのは、やはり東京

都のレベルとしては、一番最初の貢献する部分について、なかなか実効性が上がらないと

いうようなものにつきましては、やはりそういう視点からご検討いただければ、当然、情
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報提供につとめるとか、そういうようなご判断になるかと思うんですけれども。必ずしも、

国がやっているからだめよとかという画一的なものではないんです。 

○諸角座長 ほかにいかがでしょうか。別紙の４では、こういう書式でよろしいかどうか

というところ、ちょっと見ていだだければと思いますが。こういう形で、空欄にしてよろ

しいということですので、わかる範囲でということになりますね。ですから、こういう形

でもっとふやしたほうがいいとか、こういう項目をつくるべきだというご意見があれば承

っておければと思います。よろしいですか。 

○春日委員 全体的に、このような形で整理していただいたことが、とても私たちとして

も、次からの意見の出し方が出しやすくなったと思います。ありがとうございました。１

点だけ、これは判断基準の１に入れるのか２に入れるのか迷ったんですけれども、緊急性

というか、タイムリネスといいますか、そういう観点を入れるべきではないかと思ったわ

けです。具体的に、今私がちょっと思いつく場所としましては、判定基準１の②ですね。

ここに、的確な対応を図ることによりというところに加えていただいて、迅速かつ的確な

というようにしていただければ、その緊急性ということも含まれるのではないかなという

ふうに思いました。 

○諸角座長 今のはよろしいですか。書き留めましたか。 

○小川安全情報担当副参事 貴重なご意見、ありがとうございます。ご議論がなければそ

れはぜひとも入れたいと思います。 

○諸角座長 ほかにいかがでしょうか。時間もあまりなくなってきておりますけれども、

よろしいですか。よろしければ、こういう形で再度前回に提示された案、テーマですね。

それからまた、それから幾つか集まっていますか。 

○栗田安全情報係課長補佐 はい。新たに。 

○諸角座長 新たに集めたテーマを先生方にお配りして、また再評価をしていただくと。

お手数をおかけすることになりますが、よろしくお願いいたします。 

○栗田安全情報係課長補佐 実は、来週、理化学の専門委員会がありますので、今、修正

いただいたものを改めて理化学のほうに諮って、その後にもう１度シミュレーション的に

やっていただこうと考えております。 

○諸角座長 それでは、最後のテーマですが、今後の予定について簡単にご説明いただけ

ればと思います。 

○小川安全情報担当副参事 長時間、ありがとうございました。当初予定では、次回の第
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３回の評価委員会でカンピロバクターの報告、ご提言を行うという予定でいたんですけれ

ども、皆さん方のいろんなご意見を聞いたり、それからリスクコミュニケーションの視点

からの働きかけというものの重要性というものも十分わかりましたので、私どもにつきま

しては、その点を再度検討いたしまして、次回ではなくてその次の回に提言が行えるよう

に、一応事務局のほうで作業をしてまいります。 

 それから、先ほど、春日先生のほうから、教育庁に対する警告は早急に行うというふう

なご提言がありましたので、それは事務局のほうでやらせていただきます。そういう形で

これから進めさせていただきたいと思っております。 

○諸角座長 ということは、１６年度第１回の評価委員会の前に、専門委員会をやらなけ

ればいけない。 

○小川安全情報担当副参事 １回、開く必要性は多分出てくると思います。またそれは、

後日ご連絡差し上げます。 

○諸角座長 ほかに、事務局のほうからございませんか。 

○小川安全情報担当副参事 これは補足なんですけれども、第３回の評価委員会のときに、

今、食品安全条例（仮称）の内容が最終的なものになってございます。今度は、食品安全

条例（仮称）の中に、私どもの評価委員会が位置づけられるということになります。今ま

では要綱の設置ということでございましたけれども、今後は条例に基づく評価委員会とい

うことになりますので、その辺のことにつきましては、第３回の評価委員会のときにこち

らのほうからご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。基本的には大

きな変わりはないんですが。一部緊急的な安全調査とか、そういうものに対する意見を聞

くような項目が含まれておりますので、そういう点について皆様方にご協力いただきたい

と思いますので、説明させていただきます。以上でございます。 

○諸角座長 最後に、先生方から何かご意見はございませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、非常に長時間に渡りましてありがとうございました。この意見をまたまとめ

まして意見のほうに代えさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

午後１２時００分 

閉 会 

 


